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１ 開  会 

 

   ⑴ 会議録署名委員の選出 

 

   ⑵ 国民健康保険税に係る制度改正について ・・・資料１ 

 

 

２ 議  事 

 

   ⑴ 報告事項 

・報告第１号  平成２８年度 国民健康保険特別会計当初予算（案）の 

概要について 

 

   ⑵ そ の 他 

 

 

３ そ の 他 

 

 

４ 閉  会 
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国民健康保険税に係る制度改正について 

 

１ 平成２８年度税制改正 

国民健康保険税の課税の内容を含む「平成２８年度税制改正大綱」が平成

２７年１２月２４日に閣議決定され，今後，地方税法及び地方税法施行令の

改正・施行が見込まれる。 

この税制改正に伴い，平成２８年度以降の国民健康保険税の課税に係る制

度が以下のとおり変更となる。 

 

２ 改正内容 

⑴ 課税限度額の引上げ 

国民健康保険税の課税の上限額となる課税限度額を年額８５万円から 

８９万円に引き上げる。 

 

〔課税限度額〕 

区 分 
２６年度税制改正  

（地方税法施行令改正） 

２７年度税制改正  

（地方税法施行令改正） 

２８年度税制改正  

（地方税法施行令改正） 

医療保険分 
５１万円 

（変更なし）  

５２万円 

（＋１万円）  

５４万円 

（＋２万円）  

後期高齢者支援金分  
１６万円 

（＋２万円）  

１７万円 

（＋１万円）  

１９万円 

（＋２万円）  

介護保険分 

（40 歳～64 歳） 

１４万円 

（＋２万円）  

１６万円 

（＋２万円）  

１６万円 

（変更なし）  

計 
８１万円 

（＋４万円）  

８５万円 

（＋４万円）  

８９万円 

（＋４万円）  

宇都宮市の課税適用  ２７年度 ２８年度  

 

【本市の対応】 

本市の課税限度額を引き上げるかどうか（８５万円⇒８９万円）について，

平成２８年度国民健康保険運営協議会において協議いただく予定。 

 

※ 地方税法及び同法施行令では，国民健康保険税の課税限度額の上限額

を規定しており，各市町村は，その上限額を越えない範囲で課税限度額

を条例に定め課税している。 

  本市では，従来，国の課税限度額（上限額）が改正された年度の国保

運営協議会に諮り，翌年度の課税分から適用してきた。 

 

資料１ 
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⑵ 軽減判定基準の改定 

低所得者の軽減のうち５割軽減・２割軽減の判定の際の所得基準を引き上

げる。 

 

〔軽減判定基準〕 

軽減区分 改正前（現行）  改正後 

７割軽減 ３３万円  ３３万円（変更なし）  

５割軽減 
３３万円＋２６万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）  

３３万円＋２６．５万円×（被保険

者数＋特定同一世帯所属者数）  

２割軽減 
３３万円＋４７万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）  

３３万円＋４８万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）  

 

【本市の対応】 

平成２８年３月末までに条例改正を行い，平成２８年度の国民健康保険税

課税分から適用する。 

 

※ 軽減判定基準は，全国一律に同一内容での措置が行われるものである

ことから，本市としても，法改正に沿っての対応となる。 

・ 地方税法等の一部改正は平成２８年３月末日までに決定・公布される

見込みであるため，平成２８年度の国民健康保険税の賦課期日である４

月１日以前の３月末日までに本市の条例改正を行う必要がある。 

 

 

 

〔平成２８年度税制改正大綱（抜粋）〕  

 

（18）国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について，次のとおりとする。 

① 基礎課税額に係る課税限度額を５４万円（現行：５２万円）に引き上げる。  

② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を１９万円（現行：１７万円）に引

き上げる。  

（19）国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について，次のとおりとする。  

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ず

べき金額を２６．５万円（現行：２６万円）に引き上げる。  

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ず

べき金額を４８万円（現行：４７万円）に引き上げる。  

 

 



（単位：百万円）

平成28年度

予算案
643 772 △ 129

保険給付費
<医療給付費>
　・療養給付費　治療費用のうち，自己負担を除いた分を給付
　・高額療養費　被保険者の自己負担上限額超過分を支給　　など
<その他>
　・出産育児一時金　被保険者出産時に，1人当たり42万円を支給
　・葬　　祭　　費　被保険者死亡時に，1人当たり5万円を支給
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

35,327 36,000 △ 673 〔主な増減理由〕被保険者数の減に伴う医療給付費の減

・医療給付費＝「１人当たり医療給付費　①」×「見込被保険者数　②」により算出
　

　①１人当たり療養給付費　28年度：236,495円　＋3,192円※前年比（以下同）
　②被　保　険　者　数　　28年度：129,400人　△4,800人

後期高齢者支援金等
　後期高齢者医療制度に対する支援金

7,495 7,635 △ 140

介護納付金
　介護保険制度に対する納付金

2,745 3,158 △ 413

14,008 12,642 1,366

335 341 △ 6

　

その他
　保険税還付金，還付加算金　　など

75 75 0

計 60,628 60,623 5

〔主な増減理由〕前々年度精算分の減に伴う，後期高齢者支援金・介護納付金の減

・後期高齢者支援金・介護納付金＝①当該年度概算分＋②前々年度精算分
　

　　　後期高齢者支援金　①概算分　28年度：7,847百万円　＋ 86百万円
　　　　　　　　　　　　②精算分　28年度：△352百万円　△226百万円
　　　介 護 納 付 金　　①概算分　28年度：3,035百万円　△ 81百万円
　　　　　　　　　　　　②精算分　28年度：△290百万円　△332百万円

報告第１号

　　平成２８年度国民健康保険特別会計当初予算(案)の概要について

【 歳 出 】

項　　目 前年度予算 前年比 摘　　　　　　　　　　　　要

総務費
　・職員給与費
　・一般事務費　保険給付，資格管理等に要する経費
　・賦課徴収費　保険税の賦課，徴収に要する経費　　など

〔主な増減理由〕国民健康保険新システム開発委託料の皆減

【医療費の適正化策（一般事務費）】＊1
　・レセプト点検の推進　　　　　電子データを活用した効果的・効率的な点検の実施
　・各種健康づくり情報等の提供　国保だよりの発行（特定健康診査，かかりつけ医，歯周病予防等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
【保険税の収納率向上策（賦課徴収費）】＊2
　・口座振替の加入促進　ペイジー口座振替受付サービスの活用，口座振替キャンペーンの実施
　・納税環境の整備　　　ペイジー納付の導入，コンビニ納付の利用拡大
　・滞納処分の強化　　　財産調査の徹底，差押の早期化，捜索・公売の実施　　など

〔主な増減理由〕被保険者数の減に伴う特定健康診査・特定保健指導事業費の減

【医療費の適正化策（保健事業費）】＊1
　・特定健康診査・特定保健指導の推進
　　　糖尿病の発症・重症化を予防するため，特定健診において「HbA1c」検査を必須化
　・ヘルスプランうつのみや事業の推進
　　　保健指導嘱託員を増員し，指導体制を強化（1名⇒2名）[拡充]
　・ジェネリック医薬品の更なる普及促進
　　　被保険者がジェネリック医薬品の処方希望を伝えるため，被保険者証やお薬手帳へ貼付可能な
　　「ジェネリック医薬品希望シール」を配布[新規]　　など

【健康づくり関連事業（一般会計予算）】（参考）
　・がん検診受診勧奨　無料クーポン券等の発送
　・職域保健との連携
　　　事業主等を対象とした健康情報（受動喫煙防止・かかりつけ医を持つことの重要性等）の提供
　・歯・口腔の健康づくりの推進　歯科健診（歯周病健診），訪問歯科診療支援，歯と口腔の健康教育
　・地域における健康づくり活動の実践　「気軽にエンジョイMiya運動」の普及等
　・食育の推進　出前講座等　　など

保健事業費
　・特定健康診査・特定保健指導事業
　・ヘルスプランうつのみや事業
　　　糖尿病重症化予防，重複・多受診者の適正受診に向けた保健指導
　・人間ドック・脳ドック受診補助　1人当たり1万円を補助
　・医療費通知
　・ジェネリック医薬品の普及促進　　など

共同事業拠出金
　県内市町で共同実施している再保険制度への拠出金
　・高額医療費共同事業　　　1件80万円を超える医療費を対象
　・保険財政共同安定化事業　1件1円以上80万円までの医療費を対象

〔主な増減理由〕保険財政共同安定化事業拠出金の増

・高額医療費共同事業　　　28年度： 1,217百万円　＋   31百万円
・保険財政共同安定化事業　28年度：12,789百万円　＋1,335百万円

報告第１号 

＊1 28年度医療費適正化策目標値  …①対前年比１人あたり医療費増加率2.25％， 
                    ②対25年度比医療費総額増加率9.84％ 
＊2 28年度保険税収納率向上策目標値…①現年度収納率88.8％ 
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